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高年齢者就業確保措置への行政指導と助成金 
 2020 年 11 月号のニュースのとおり、本年 4 月から 70 歳までの就業確保措置の実施が努力義務として施行

されていますが、まずは制度の趣旨や内容について周知徹底を図るといった行政指導の方向性を示した通達

「高年齢者雇用対策の推進について（職発 0326 第 10 号令和 3 年 3 月 26 日）」が出されています。 

 定年を延ばすあるいはなくす改定はハードルが高いとのお声が聞かれます。65 歳までの雇用確保措置とし

ては継続雇用制度の採用が多く（令和 2 年「高年齢者の雇用状況」では 76.4％）、今回は継続雇用制度にお

いて 70 歳までの就業確保措置を実現する場合の検討事項をまとめてみました。 

 

１．65 歳までの継続雇用を 70 歳までと延長した場合の検討例 

 定年後に有期労働契約を締結・更新して 65 歳までとする継続雇用制度は多く見られますが、その上限年齢

を 70 歳に延長する場合には、さまざまな法令が関係し、検討すべき事項がたくさんあります。 

検討事項の例 詳細 

職務や労働時間など 

の働き方と賃金制度 

の整合性 

継続雇用制度においては、定年時に退職金を精算しかつ賃金（月例給、賞与）を再

設定することをメリットとしてあげる企業が多いようです。しかし上限を 70 歳まで

とした場合には定年後の期間が長くなり、待遇それぞれの支給目的と定年前後の職

務内容に整合性があるのか、均等均衡待遇の視点からも再度検証しておくべきと思

われます。継続雇用を複数のコースに区分している場合や短時間勤務に限定してい

る場合には、65 歳以降も同じ考え方で運用できるのか確認しておくことになります。

無期転換権を考慮し 

た設計 

自社で定年を迎えていない有期契約である高年齢者（他社からの転籍、定年を過ぎ

た年齢の方の採用など）について、継続雇用制度と同じ従業員区分の規程を適用さ

せる運用が見られますが、特殊関係事業主となるケースを除き無期転換ルールに係

る特例（第二種計画認定）は適用されません。そのため契約期間が通算 5 年を超え

ると無期転換権が発生するため、無期となった場合の受入れ区分の設計が同時に必

要になることがあります。 

労使協定による経過 

措置の終了 

令和 7(2025)年 4 月 1 日になると旧法の経過措置である労使協定（人事評価などの基

準や上限年齢）は使えなくなります。将来的には 65 歳までは希望者全員を継続雇用

とすることを考慮して、70 歳までの継続雇用における人員を見通す必要があります。

今後の改正予定と 

高年齢労働者の 

価値観 

高年齢者の就業拡大が政府の方針であるため、令和 4(2022)年 4 月には 65 歳までの

在職老齢年金の停止緩和（65 歳以上の停止と同様の計算となる）、令和 7(2025)年 4

月 1 日からは高年齢雇用継続給付の縮小が予定されており、定年後の労働者が働き

たいというさらなる動機づけになることが予想されます。 

 

２．65 歳超雇用推進助成金のお知らせ（ご検討には支給申請の手引きをご確認ください） 

１）65 歳超継続雇用促進コース 

 支給申請日の前日に1年以上継続雇用された60歳以

上の雇用保険被保険者がいる事業所で、［1］65 歳以上への定年引上げ、［2］定年の定めの廃止、［3］希望

者全員を 66 歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、［4］他社による継続雇用制度の導入のいずれ

かを導入した場合に、施策と 60 歳以上の被保険者数に応じて定額の助成がなされる。 

 例：60 歳以上被保険者 10 人未満で希望者全員を対象とした 70 歳までの継続雇用制度導入は 80 万円 

２）高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 

 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置（賃金・人事処遇制度や在宅勤務制度、短時間・隔日

勤務制度、研修制度、法定外の検診制度などの導入など）を実施した事業主に対して一部経費が助成率に

応じて助成される（中小企業 60％、中小企業以外 45％、生産性要件で増率）。事前に計画書の認定が必要。 

３）高年齢者無期雇用転換コース 

 50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合、対象者一人につき中小企業

48 万円（中小企業以外 38 万円）（支給申請年度 1 適用事業所あたり 10 人まで）の定額助成。 

開東社会保険ニュース 

ホームページ「開東社会」「かいとうしゃかい」で検索 https://www.kaito-sr.com/  ※本記事の無断転載は禁止

Facebook ページ       https://www.facebook.com/kaitosr.tokyo/   しています。 

  社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 
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 ＦＡＸ Ｓｔｏｐ！ 次回以降のＦＡＸがご迷惑の場合は恐れ入りますがご連絡下さい。 ＦＡＸ 03-3369-2711  

顧問先への情報提供となります。 

まだ配信先に登録されていない顧問先様は 

直接ご連絡ください。 


